
 

富津市国民健康保険運営協議会会議録 

 

１ 会議の名称 
平成２６年度 

第１回富津市国民健康保険運営協議会 

２ 開催日時 
 平成２６年５月２３日（金） 

   午後２時００分～午後２時５０分 

３ 開催場所 富津市役所 ２階 第二委員会室 

４ 審議等事項 

 

議件 

 (1)平成２６年度国民健康保険税の按分率(案)

について（諮問事項） 

(2)富津市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例(案)について（諮問事項） 

 

 

報告事項 

(1)平成２５年度富津市国民健康保険事業特別

会計決算見込について 

 

５ 出席者 

  

委員 

杦﨑兆延 飛澤三郎 鮎川和子 齊藤千代子 

山嵜智子 髙梨良勝 福原敏夫 永井庄一郎 

松原和江 

   

事務局 

  佐久間清治 前沢幸雄 村上泰隆 渡邉房男  

 藤嵜 勉  栗本聖子 原 沙織 

   

６ 公開又は非公開の別 公開 ・ 一部公開 ・ 非公開 

７ 非公開の理由 
 

 

８ 傍聴人数         ０人（定員２人） 

９ 所管課 
健康福祉部 国民健康保険課 国民健康保険係 

電話 ０４３９（８０）１２７１ 

10 会議録（発言の内容）  別紙のとおり 

 



平成２６年度 第１回富津市国民健康保険運営協議会会議録 

 

 

１ 日時 平成２６年５月２３日（金）   開会 午後２時００分 

                     閉会 午後２時５０分 

 

２ 場所 富津市役所 ２階 第二委員会室 

 

３ 出席委員 

    杦﨑 兆延   （１号委員） 

    飛澤 三郎   （１号委員） 

    鮎川 和子   （１号委員） 

    齊藤 千代子  （１号委員） 

    山嵜 智子   （２号委員） 

   髙梨 良勝   （３号委員） 

   福原 敏夫   （３号委員） 

   永井 庄一郎  （３号委員） 

    松原 和江   （３号委員） 

 

４ 欠席委員 

三枝 奈芳紀  （２号委員） 

加藤 大介   （２号委員） 

平川 惠敏   （２号委員） 

 

５ 議件 

  （１）平成２６年度国民健康保険税の按分率(案)について（諮問事項） 

  （２）富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について 

（諮問事項） 

 

６ 報告事項 

  （１）平成２５年度富津市国民健康保険事業特別会計決算見込について 

 

７ その他 

 

 

８ 事務局職員 

  佐久間市長 前沢健康福祉部長 村上納税課長 

渡邉国民健康保険課長 藤嵜国民健康保険係長 

栗本特定健診推進係長 原主事 



栗本係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙梨会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗本係長 

 

 

 

佐久間 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今より、平成２６年度第１回富津市国民健康保険運営協議

会をはじめさせていただきます。お手許の次第により進めさせて

いただきます。 

なお、富津市国民健康保険運営協議会の委員定数は、１２名で

ございます。本日、９名の委員の方に出席いただいており、その

過半数を超えておりますので運営協議会は成立いたします。 

それでは、次第の２、「会長あいさつ」でございます。髙梨会長

よりごあいさつをお願いいたします。 

 

皆さん、こんにちは。 

非常に気温の変化が激しい中、またお忙しい中お集まりいただ

きましてご苦労様です。今日はご案内のとおりの按分率を中心と

した問題について皆さん方に慎重に審議していただきたいと思い

ます。 

昨今、いろいろと国民健康保険について私のところにも意見が

ございまして、やっぱり今、非常に注目を浴びている我々の仕事

でございます。予算では７０億円計上しても難しいという事態と

なりました。今から３５年前の話ですが、１７億ぐらいで済みま

した。ところがいつの間にか７０億円、しかも一般会計の半分に

相当する額ぐらいを当てないと運営ができないという状態でござ

いますから、非常に市民の目も厳しくなっております。その中で

もやっぱりこの問題なしには毎日の健康維持ができない訳ですか

ら、ひとつ皆さん方の知恵を十分絞っていただきまして、市民の

皆様の期待に応えられるよう全力で努力したいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

次に、次第の３、「市長あいさつ」でございます。佐久間市長よ

りごあいさつ申し上げます。 

 

こんにちは。本日は、たいへんご多用の中、ご出席賜り誠にあ

りがとうございます。 

また、日頃より国民健康保険事業の運営に深いご理解とご協力

を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、国民健康保険制度は、急速な高齢化の進展、就業構造の

変化や医療技術の高度化等に伴う医療費の増加に加え、景気の低

迷等による低所得者の増加を受け、国保財政は極めて厳しい運営

状況にあります。 

こうした中で、昨年８月に、国保保険者の都道府県移行などが

提言された、「社会保障制度改革国民会議報告書」がまとめられ、

また、１２月には社会保障制度改革の全体像やその方向性、進め

方など法的に明示した「プログラム法」が施行されました。その

中では、国保保険者や国保運営等の在り方を検討し、平成２６年

度から平成２９年度を目途に必要な措置を講ずることが規定され

ております。 
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藤嵜係長 

 

 

 

 

今後は、再開された厚労省と全国知事会、全国市長会及び全国

町村会からなる「国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方

の協議」による議論など、国の情報を的確に把握し、国や県の補

助金の確保を図るとともに、医療費の適正化・抑制に鋭意努力し

てまいる所存でございますので、委員の皆様方のご指導、ご協力

を賜わりますようお願い申し上げます。 

 また、本日の会議内容につきましては、報告事項として１件、

議題として２議件でございます。 

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして挨拶といた

します。 

 

続きまして、次第の４の職員紹介でございます。健康福祉部長

の前沢より職員の紹介をいたします。  

 

 ただいま紹介いただきました前沢と申します。正司部長の後任

ということで着任しましたので、よろしくお願いいたします。私

の方から平成２６年４月１日付けの人事異動によりまして、職員

に変更がございましたのでご紹介をさせていただきたいと思いま

す。 

 国民健康保険課長の渡邉房男です。 

 長寿医療係長の渡邉覚です。 

 国民健康保険係主任主事の萱野です。 

 国民健康保険係主事の渡邉です。 

国民健康保険係主事の鳥海です。 

 長寿医療係主事の竹之内です。 

特定健診推進係保健師の金瀬です。 

 国民健康保険係主事の原です。 

 以上よろしくお願いします。 

 

それでは、次第の５の報告事項に入るわけですが、富津市国民

健康保険条例施行規則第６条に「運営協議会の議長は会長とす

る。」と規定されておりますので、議事進行は、髙梨会長にお願い

したいと存じます。よろしくお願いします。 

 

それでは規約に従いましてしばらくの間、議事進行を務めさせ

ていただきます。 

それでは最初に報告事項(１)平成２５年度富津市国民健康保険

事業特別会計決算見込について審議をしていただきたいと思いま

すので、事務局の説明を求めます。 

 

 それではお手許に配布させていただいております資料に基づい

て、報告事項(１)平成２５年度富津市国民健康保険事業特別会計

決算見込についてご説明させていただきます。 

それでは、お手許の資料の１ページをご覧ください。表の１番

左に科目、その右の(a)列に、３月補正後の平成２５年度予算現額、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その右の(b)列に、平成２５年度決算見込額、更にその右に、決算

見込額から予算現額の差引き額、参考としまして、平成２４年度

決算額を記載し、表の右半分に科目ごとの説明を記載しています。 

 それでは、歳入について、科目ごとに決算見込額と、予算現額

を比較しながらご説明申し上げます。 

 なお、この決算見込額は、平成２６年４月末において捕捉して

いる内容を基に見込んで記載しております。 

 まず、国民健康保険税についてご説明申し上げます。表の中ほ

どよりやや上に国民健康保険税の計の行があり、その(ｂ)列に決

算見込額を記載しています。１７億９，８５２万４千円の決算見

込で、予算現額に対して３，９１１万９千円の減となる見込みで

す。これは、３月補正の時点で現年度分８６，９３％、滞納繰越

分１６，７９％と平成２４年度決算収納率を目標とし想定した収

納率が、４月末時点では、現年度分が、８６，２６％、滞納繰越

分が、１４，８５％と主に確定した滞納繰越分が目標とした収納

率より１．９４％減となることが要因と考えます。 

 次に国庫支出金です。合計で１５億９，０８４万１千円の決算

見込で、予算現額に対して４，２２７万円の増額となる見込みで

す。これは、④の療養給付費等負担金の算定係数の変動（１⇒１．

０５５３７７２４０８８）による負担金の増と、⑦の調整交付金

について、算定の基礎となる保険給付費が当初予算算定時と比較

し減であったことなどから、普通調整交付金部分は減額となるも

のの、経営姿勢が良好である団体に交付される特別調整交付金、

いわゆる特々調が前年度と同額の交付７，６００千円が確定され

たことにより増額となることが主な要因でございます。 

 なお、療養給付費負担金は、一般被保険者の保険給付費等の３

２％相当額が交付されるものですが、８か月分の給付実績額と、

４か月分の給付見込額の合計額に補正係数を乗じて交付されてい

るため、平成２６年度においてその精算を行うこととなります。 

 また、⑤の特定健康診査等負担金、及び⑨の高齢者医療制度円

滑運営事業補助金についても平成２６年度において精算を行いま

す。 

 次に⑩の療養給付費等交付金です。この交付金は、退職被保険

者に係る保険給付費等の額から、退職被保険者に係る国民健康保

険税を控除した額が、社会保険診療報酬支払基金から交付される

ものです。１億９，９４３万４千円の決算見込みです。これも、

平成２６年度に精算を行います。 

 次に⑪の前期高齢者交付金です。高齢被保険者の偏在による医

療保険者間の財政調整を行う目的で、社会保険診療報酬支払基金

から交付されるものです。 

１６億３，４９２万５千円の決算見込みです。 

 内容は、平成２５年度の概算交付金１６億６８５万２千円に、

平成２３年度の概算交付額が過少交付だったことによる平成２３

年度精算額２，８０７万３千円を加えたものでございます。また、

この平成２５年度の概算交付金は、翌々年度の平成２７年度に、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精算を行うことになります。 

 次に県支出金です。合計で３億９，０７９万１千円の決算見込

で、予算現額に比べ１，５５９万５千円の増が見込まれます。こ

ちらにつきましては、その保険者の取組み状況によって交付され

る特別調整交付金の増が主な要因でございます。 

 次に共同事業交付金です。これは医療費の額が３０万円を超え

る場合の８万円を超える部分の額から、前期高齢者交付金相当額

を控除した額の５９％が、千葉県国民健康保険団体連合会で行っ

ている高額医療費支払いのための再保険事業である共同事業から

交付されるもので、予算現額に比べ３，４３１万１千円増の７億

５，１０９万９千円の決算見込みとなります。 

 次に繰入金です。予算現額の６億７，５１５万８千円に対して  

１億３，８０７万３千円減の５億３，７０８万５千円の決算見込

みです。一般会計繰入金では、物件費繰入金、及び出産育児一時

金繰入金の減少が主な要因でございます。 

 なお、国民健康保険基金繰入金については、３月時点の収支見

込により１億１千万円の取崩を見込み繰入をしました。 

 次に繰越金です。平成２４年度からの繰越金で２億３，０８９

万２千円です。 

次にその他の収入です。国民健康保険税の督促手数料、国民健

康保険税の延滞金、不当利得や第三者行為求償による保険給付費

の返納金、国民健康保険基金の利子などの収入で、１，５４９万

２千円の決算見込です。 

 以上の歳入の合計で予算現額に対しまして６，６０７万９千円

減の７１億４，９０８万３千円の決算となる見込みです。 

 続きまして歳出についてご説明申し上げます。２ページをご覧

ください。 

 まずＡの総務費です。これは国民健康保険を運営するための事

務費及び職員給与費で１億６，５１２万２千円の決算見込みです。

この部分はすべて一般会計から繰入が行われます。 

 次に保険給付費です。中ほどより下に保険給付費の計の行があ

ります。予算現額に対しまして１億５，９９０万２千円減の４４

億８，４２４万６千円の決算見込です。 

 これは、１２月の支払時点で４．２４％と見込んだ保険給付費

の対前年度伸び率が１．８４％の伸びだったことによるものです。 

 次にＧの後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療制度を支援す

るため後期高齢者医療の保険給付費の４０％相当額を社会保険診

療報酬支払基金へ拠出するのもので、８億７，８８３万３千円の

決算見込となります。 

 内容は、平成２５年度の概算納付額９億１，０４３万５千円か

ら平成２３年度の超過納付額３，１６７万４千円を控除し事務費

７２千円を加えたものです。また、この平成２５年度の概算納付

額は、翌々年度の平成２７年度に精算することとなります。 

 次にＨの前期高齢者納付金等は、高齢被保険者の偏在による医

療保険者間の財政調整を行う前期高齢者交付金の被保険者数割の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保険診療報酬支払基金への拠出金で８７万５千円の決算見込

みです。これも平成２３年度の精算分と平成２５年度の概算納付

分です。 

 次にⅠの老人保健拠出金は、平成２０年度に社会保険診療報酬

支払基金へ概算納付してあります事務費拠出金の精算分で３万６

千円の決算見込みです。 

 次にＪの介護納付金は、介護保険給付費の２９％相当額を医療

保険者として負担するために社会保険診療報酬支払基金へ拠出す

るもので３億７，５９５万９千円の決算見込みとなります。 

 内容は、平成２５年度概算納付額３億８，３０３万１千円に平

成２３年度の超過納付額７０７万２千円を控除したものでござい

ます。これも翌々年度の平成２７年度に精算を行うこととなりま

す。 

 次にＫの共同事業拠出金については、国民健康保険団体連合会

で事業運営する医療費の額が３０万円を超える場合の高額医療費

の支払いのための再保険事業である共同事業に対する拠出金で千

葉県全体では年度当初に想定していた高額医療費の基準拠出対象

額 が 減 少 し た こ と な ど か ら 、 予 算 現 額 に 対 し て 

５，０７６万８千円減の７億４，１５０万８千円の決算見込とな

ります。なお、拠出金の確定時期が２月中旬であるため３月補正

には諮れず、決算見込額との差引きにつきましては、５，０７６

万８千円の減額となっております。 

 次にＬの保健事業費につきましては、特定健康診査の事業費、

短期人間ドックの助成費用及びレセプト点検などの費用で予算現

額に対して２，１５８万円減の７，５６３万３千円の決算見込み

です。 

 次にＭのその他の支出につきましては、基金積立金、国民健康

保険税の過誤納還付金、国県支出金返還金、予備費などで、予算

現額に対しまして７３６万５千円減の２億４，２７５万５千円の

決算見込みです。 

 以上の歳出を合計しまして、６９億６，４９６万７千円の決算

見込みとなり、歳入決算見込額７１億４，９０８万３千円から差

し引きすると１億８，４１１万６千円の剰余金が生ずる見込みで

すが、一方単年度収支で見ますと２ページの一番下に記載のとお

り実質単年度収支は１８０万２千円のマイナスとなる見込です。 

なお、実質単年度収支ですけれども、今回載せた訳ですが、例

えばなんですけれど、一般の家計を例として説明を申し上げます

と、余裕がある月につきましては貯金をしたり、あるいは、苦し

い月のときは貯金を下ろしたり前月の余ったお金を使ったりしな

がらやりくりをすると思います。こういった資産の増減につなが

ることをしなかったものとして、単純に１か月の給料と生活費の

バランスがどうなっているかを見た場合にどうかと考えたもの

が、実質単年度収支となります。つまり、平成２５年度の国保の

実質単年度収支につきましては１８０万２千円の赤字となり、貯

金を下ろして補てんをしているという状況になると考えていま
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す。 

 なお、平成２６年度の国民健康保険基金残高は、およそ３億５

千万円を見込んでおります。 

 以上で、報告事項(１)の「平成２５年度富津市国民健康保険事

業特別会計決算見込について」の説明を終わります。 
 

ただ今、事務局より説明がありましたが、何かご質問はござい

ますか。 

 

２ページの保険給付費のＢ療養給付費の歳出ついて、予算より

も約１億円少なくなっている主な要因は何ですか。 

 

 １２月の支払時点で、４．２４％と見込んだ保険給付費の対前

年度伸び率が、４月支払分まで見た中では、１．８４％の伸びに

収まったことが主な要因と考えています。 

 

そうしますと、たとえばインフルエンザがもっと流行すると思

ったのに使わなかったという、そういうことですか。 

 

毎月の前年度との比較がありますが、その中では前年度と大差

はなかったという結果になっております。 

 

 単年度収支についてお伺いしたいのですが、単年度収支は実質

マイナス１８０万円足りなかったということですけれど、数字を

入れてみますと歳入総額が７１億４，９００万円、歳出総額が６

９億６，４００万円、繰越金が２億３，１００万円ということで

すね、基金積立金の金額を教えてください。 

 

基金積立金は１億５，４９７万４千円です。 

 

基金取崩額はいくらですか。 

 

基金取崩額は１億１，０００万円です。 

 

単年度収支は１８０万円の不足が出たのだけど、平成２６年度

の基金積立金の残額は、３億５千万円ということですが、平成２

６年度ということは、今あるお金ということですか。平成２５年

度の決算のときはいくらですか。 

 

平成２６年度の基金残高につきましては、平成２６年度の当初

予算を組む中で３億４，８００万円ほどの基金の繰入れを予算化

させていただいておりますので、残りの額が、残高として３億５，

０００万円となります。 

 

そうなりますと、平成２５年度の決算の時の基金残高はいくら
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ですか。 

 

５億９，５７１万２，２５７円になります。 

 

インフルエンザが流行すると、どのくらい医療費がかかります

か。 

 

平均的な医療費としては、一人当たり約１万円くらいが診療報

酬等でかかります。 

 

足りなくなった場合は一般会計から繰り入れをしますか。 

 

基金があるではないですか。 

 

そういう場合ですよ。 

 

一般会計から補てんしなくて済むような運営をしたいと考えて

います。 

 

他に何かご質問はございますか。 

なければ報告事項を終了し議件に入ります。 

議件（１）「平成２６年度富津市国民健康保険税の案分率（案）」

について、事務局より説明を求めます。 
 

議件（１）平成２６年度国民健康保険税の按分率（案）につい

てご説明申し上げます。 

資料の５ページをご覧ください。 

按分率の決め方ですけれども、国民健康保険は特別会計ですの

で、一般会計とは違い、まず歳出がどれだけあるか算出しまして、

右図のように保険税が半分、国・県の公費負担が半分ということ

になっています。ですから、国・県の補助金以外の部分を保険税

から、まかなう形となっております。 

次に４ページをご覧ください。こちらが平成２６年度予算の項

目別の概算となっております。 

先ほど、報告させていただいたとおり、平成２５年度決算見込み

では、１億８，４１１万６千円の剰余金が発生しますが、一方実

質単年度収支ですと、１８０万２千円の財源不足が見込まれ基金

取り崩しによって補てんしております。 

平成２６年度につきましては、歳出で一番大きな項目である保

険給付費の約４７億円については、一人当たりの保険給付費の伸

びを４.７１％と見込みまして、予算を計上していることや、被保

険者の減少による保険税の減少が見込まれることなどから、国民

健康保険基金を３億４，８００万円繰り入れて予算組みをしてお

ります。そのように、平成２６年度についても、基金繰入れによ

り運営を図る状況ですので、今年度の按分率につきましても、３
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ページに載せてございますが、昨年度と同様の按分率で継続して

いくということで判断いたしました。 

以上で、議件（１）の平成２６年度国民健康保険税の按分率（案）

について説明を終わります。 

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、何かご質問はございま

すか。 

 

 平成２６年度の当初予算というのは決まっていることですよ

ね。決まっていることだから、よろしくないと言っても、審議は

できないのではないですか。 

 

按分率だから片方上げれば片方下がるだろうし、トータルで財

源の５０％となればいいのだから、全体としての考え方としては

地域によっていろいろな意見があるかもしれない。 

 

 当初予算が決まっているから、それに対してこの按分率がどう

かとういうことなんですよね。 

 

 そうですね。 

 

 それではご了解いただいて、「平成２６年度富津市国民健康保険

税の案分率（案）」について、諮問のあったとおりとする旨、答申

することとしてよろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

それでは、この旨答申いたします。 

続きまして、（２）富津市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例(案)について説明を求めます。 

 

議件（２）の富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

（案）について、ご説明申し上げます。 

地方税法施行令の一部を改正する政令（平成２６年政令第１３

２号）が平成２６年３月３１日に公布されたことに伴い、法改正

にあわせて課税限度額の見直し並びに軽減措置の算定における規

定の整備を行うため、富津市国民健康保険税条例の一部を改正し

ようとするものでございます。 

恐れ入りますが、資料１１ページお開きください。 

はじめに、主な改正理由についてご説明申しあげます。 

１点目といたしまして、今後、高齢化の進展等により医療給付

費が増嵩する一方で、被保険者の所得が伸びない状況において、

国民健康保険事業会計総額が増加していく中、保険税負担の公平

を図る観点から課税限度額の該当世帯を一定の割合に保つため、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方税法施行令の一部が改正され、国民健康保険税の後期高齢者

支援金等課税額の課税限度額を１４万円から１６万円に、介護納

付金の課税限度額を１２万円から１４万円に、引き上げられたこ

とに伴い、改正しようとするものでございます。 

２点目といたしまして、所得の低い世帯に配慮した保険税の軽

減措置の拡充でございます。 

初めに５割軽減の拡充では、２人世帯以上が対象でしたが、単

身世帯も対象となり、２割軽減の拡充では、軽減対象となる基準

額が３５万円から４５万円に引き上げられたことに伴い、改正し

ようとするものでございます。 

それでは、具体的な内容につきましては、国民健康保険税条例

「新旧対照表」に基づいて改正条ごとに、ご説明申し上げます。 

資料７ページをご覧ください。 

第２条第３項及び第４項並びに資料８ページの第１１条１項の

改正につきましては、併せて説明させていただきます。 

この改正につきましては、国民健康保険税の基礎課税額等の限

度を定めている地方税法施行令（平成２６年政令第１３２号）が

改正され、課税限度額が引き上げられました。これに伴い、国民

健康保険税の後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を１４万円

から１６万円に、介護納付金課税限度額を１２万円から１４万円

に改めようとするものでございます。 

恐れ入りますが、資料の１２ページをお開きください。 

上段の表をご覧ください。 

今回の限度額引上げによる影響額につきましては、４月現在の

試算になりますが、全体で約７５２万２千円の増額となる見込み

でございます。 

次に、資料８ページをお開きください。 

第１１条国民健康保険税の減額についての改正は、国民健康保険

税の納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得の合計が、

一定額以下の場合における減額について規定したもので、いわゆ

る低所得者世帯に対する軽減額について規定したものでございま

す。 

次に、資料９ページをお開きください。 

同条第２号中は５割軽減の拡充によるもので、当該納税義務者

を除いていたが当該納税義務者を除くを削り、単身世帯にも軽減

の対象とし、同条第３号中は２割軽減の基準額３５万円から４５

万円に改めようとするものでございます。 

恐れ入りますが、資料の１２ページにお戻りください。 

中ほどの表をご覧ください。 

今回の軽減の拡充による影響額につきましては、４月現在の試

算になりますが、全体で約２，９７４万２千円の減額の見込みで

ございます。 

なお、軽減分は保険基盤安定制度により国・県・市からの負担

で全額まかなわれます。 

下段の表をご覧ください。 
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それでは、条例改正に伴う限度額の引上げと軽減の拡充を合わ

せた全体の影響額につきましては、全体で約２，２２２万円の減

額となる見込みでございます。 

恐れ入りますが、資料の６ページにお戻りください。 

改正附則第１項の規定につきましては、｢富津市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例｣の施行期日を公布の日からと定める

ものでございます。 

次に、改正附則第２項の規定につきましては、改正後の国民健

康保険税条例の規定は、平成２６年度以降の年度分について適用

し、平成２５年度分までは、従前の例によることを定めるもので

ございます。 

なお、この改正する条例案は６月議会に上程する予定でござい

ます。 

参考ですが、近隣３市におきましても、同様の改正を、６月議

会に上程する予定と聞いております。 

 以上で、議件（２）の富津市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例（案）についての説明を終わります。 

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

以上で説明が終わりましたが、何か質問はございますか。 

 

１２ページの件ですが、限度額が上がることによって、２９４

世帯の方たちの後期高齢者支援分の保険税が上がるということで

理解してよろしいかと思うのですが、その２９４世帯の方たちの

所得というのはどのくらいですか。例えば、所得が低くても子ど

もたち、家族が多いと保険税は高くなると思いますが、どのくら

いの所得で限度額を超えるか教えてください。 

 

 モデルケースを作りまして、３人世帯で５０代夫婦と子ども１

人の場合、給与収入ですと８００万、所得でいうと６００万、固

定資産税が３０万ある方が限度額を超えるようになります。 

 

そうしますと、子どもがまた１人増えたらまた収入が少なくな

ってしまう訳ですね。 

 

 そのとおりです。 

  

 他に何か質問はありますか。 

質問もないようですので、議件（２）の「富津市国民健康保険

税条例の一部を改正する条例（案）」について、諮問のあったとお

りとする旨、答申することとしてよろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

それでは、この旨答申いたします。 
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なお、答申書の書面については、私に一任いただいてよろしい

でしょうか。 

 

異議なし。 

 

続いて、その他ですが事務局から何かありますか。 

 

その他ですけれども、例年、ホテル千成で行われております、

４市合同の運営協議会委員の研修会が７月末から８月上旬に行わ

れる予定ですので、また、運営協議会もあわせて開催したいと考

えておりますのでよろしくお願いします。 

また、例年１０月に行われております。運営協議会委員の視察

研修について、実施するかお諮りさせていただきたいと思います。 

 

これはいかがでしょうか。去年は中止になりましたね。 

 

去年は台風で中止になりました。 

 

できたらその地域、同じ場所でいいのではないでしょうか。 

 

それでは前年と同じ常陸大宮市にもう１度確認させていただい

て、日程等調節させていただいてよろしいでしょうか。 

 

よろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

厳しい時期ですから、視察をして我々も勉強不足にならないよ

うにしましょう。ではそのように予定してください。 

ほかに何かございますか。何でも結構です。 

 

富津市の国民健康保険の会計を今年も見ましたら、収支もとん

とんで、他の市と比べて基金もだいぶあります。按分は決まって

いることなので、その按分を動かしてもどっちかが下がればどっ

ちかが上がるということなので、今協議しても仕方がないと思い

ますが、他の千葉県５４市を比べてみますと、介護保険分と後期

高齢者支援金分の均等割という、一人一人かかる金額は皆さんあ

りますが、平等割をつけている市町村が、後期高齢者支援金の場

合は、５つの自治体しかないんですよ。平等割、つまり世帯割を

つけている、世帯にいくらかけるということ。それは５つしかな

いというと、勝浦市と大多喜町と御宿といすみ市と富津市だけな

んです。富津市が３，０００円で、いすみ市が４，５００円、御

宿と大多喜が２，５００円ずつ、勝浦が１，２５０円なんですね。

それと介護分も５つの自治体なんですね。 

ですから富津市も来年度検討する場合、そこのところを検討し
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ていただきたいと思います。それが国保税の引上げにならないよ

うに、これだけ基金があるのですから、基金を取り崩してとんと

んになるようにしてもらいたいと思いますし、できないようでし

たら一般会計からの、法定外からの繰り入れもぜひ検討していた

だきたいと思います。 

 

前期高齢者支援金と介護納付金等を初めて課税するとき、税率

等検討した訳ですが、その中において応益割と応能割というのが

ございまして、それを５０対５０に近づけなければいけないとい

うことがございまして、その中において富津市では所得割と資産

割を設けておりますので、税金の按分率の改正が生じた場合はそ

れらについての資産割をなくすようなかたちで今後進めていかな

ければいけないと考えています。議員さんの方ですと均等割等を

なくしたらいいとのことですが、我々としては資産割の方をなく

していくような方向で、所得割だけの、資産割をなくすようなか

たちで少なくしていきたいと考えております。 

 

歓迎します。資産割は私は歓迎します。 

 

資産割を採用しているところは１８自治体、３分の１ですね。 

 

資産税を払っているんですから。 

 

 

だからそれは歓迎でしょう。 

 

だから大歓迎です。 

 

 

意見は意見として伺って、ほかに何かございますか。 

ないようでしたら、以上で第１回富津市国民健康保険運営協議

会を終了させていただきます。 

 

 

 

（午後２時５０分閉会宣言） 

 

 

 

  

 

 

 

 上記のとおり会議の経過を記載し、事実と相違ないことと証するためにこ



こに署名する。 

 

 

 

       平成２６年５月２８日 

 

議事録署名人  


